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鹿児島　太郎

鹿児島市山下町11番１号
かごしまマンション101号

営業課長

ka12345

5 6 7 8 9 0 214321

06 ８４７ ５００ 5 ０６２ ７５０ 4 ９４９ ８４６

〇 21 1 3 1 51３８０ ０００

　　（１００
９０９

０００）
８４６ １２０ ０００５１０ ０００ 　５０ ０００ ５ ６００

（退）鹿児島　五郎　　子　H3．6．21　住所：○○市○○町○○　特障　350,000円

＜前職分＞　××機構（株）  R7．3．31 退職　　（支）1,980,000円（社）168,300円（源）12,900円
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① 【住所】･【氏名】･【個人番号】 欄
「令和８年１月１日の住所又は居所（ 実際に居住している住所 ）、氏名（※フリガナも必ず）、マイナンバーを記入してください。
住所登録地と実際に居住している住所が異なる場合には、⑦「摘要」欄に令和８年１月１日時点の住民登録地を記入したうえで、実際に居住している
市区町村に提出してください。

② 【給与所得控除後の金額( 調整控除後 )】 欄
「給与所得控除後の給与等の金額」を記入してください。
所得金額調整控除の適用がある場合には、所得金額調整控除の額を控除した後の金額を記入してください。
給与所得控除額は55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。

④ 16歳未満の扶養親族に関する事項
「16歳未満扶養親族の数」欄に人数を記入し、「16歳未満の扶養親族」欄に、氏名、フリガナ、マイナンバーを記入してください。
※扶養控除の適用はありませんが、市民税・県民税・森林環境税の非課税判定等に影響がある場合がありますので、必ず記入してください。

⑧ 【生命保険料の金額の内訳】 欄
該当する保険料の支払額をそれぞれの欄に必ず記入してください。記入がないと控除額が正しく計算されません。

⑨ 【基礎控除の額】 欄
基礎控除の額は、本人の合計所得金額に応じた金額を記入してください。（ 「給与所得者の基礎控除申告書」から転記 ）

⑩ 【中途就・退職】 欄
令和７年中に中途就職又は退職した場合は､｢就職｣又は｢退職｣の該当欄に○を付し、その年月日を記入してください。

⑤ 特定親族特別控除に関する事項
㋐「特親」欄に特定親族の数を記入してください。
㋑「特定親族特別控除の額」欄に特定親族の合計所得金額に応じた金額を記入してください。（ 「給与所得者の特定親族特別控除申告書」から転記 ）
㋒「控除対象扶養親族等」欄に氏名、フリガナ、マイナンバー、特定親族特別控除の額に応じた「特定親族特別控除の額の区分」を記入してください。

⑥ 住宅借入金等特別控除に関する事項
㋐「住宅借入金等特別控除の額」欄に年末調整の際に「給与所得者の（ 特定増改築等 ）住宅借入金等特別控除申告書」に基づいて計算した住宅借入
金等特別控除の額を記入してください。（ 算出所得税額を超える場合には、算出所得税額を限度に記入してください。 ）
㋑「住宅借入金等特別控除の額の内訳」の各項目も記入してください。
㋒「住宅借入金等特別控除区分」欄に区分を記入し、「特定取得」（ 特別特定取得以外 ）に該当する場合には「（ 特 ）」と、「特別特定取得」に該当する場合
（「特例取得」及び「特別特例取得」を含みます。）には「（ 特特 ）」と、「特例特別特例取得」に該当する場合には「（ 特特特 ）」と必ず併記してください。

⑦ 【摘要】 欄
㋐退職手当等のある配偶者（ 退職所得を除いた合計所得金額が133万円以下 ）又は扶養親族（ 退職所得を除いた合計所得金額が58万円以下 ）が
いる場合には、その者の氏名（ 氏名の前に（退）と記入 ）、続柄、生年月日、住所、障害の区分、退職所得を除いた合計所得金額等を記入し、マイナン
バーを⑦-㋓欄に記入してください。また、そのことにより、納税者が寡婦やひとり親に該当する場合は「寡婦」・「ひとり親」と記入してください。
㋑前職（ 他社 ）分の給与支払額を含めて年末調整をした場合は、必ずその支払者名、退職年月日、支払金額、社会保険料等の金額、源泉徴収税額を
記入してください。記入がないと、正しく市民税・県民税・森林環境税の計算ができません。
㋒普通徴収申請者の場合は､｢普通徴収申請書｣の申請理由Ａ～Ｇを記入してください｡ ※左の記入例は｢D｣( 退職 )の場合です。
●同一生計配偶者( 控除対象配偶者を除く｡ )を有する方でその同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合は､同
一生計配偶者の氏名及び同一生計配偶者である旨を記入してください｡（例：｢氏名(同配)｣）
●所得金額調整控除の適用がある場合には､該当する要件に応じて扶養親族の氏名等を記入してください｡( 本人が特別障害者の場合は､｢本人が
障害者｣の｢特別｣欄に｢○｣を付してください｡ ）

　ただし､｢(源泉・特別)控除対象配偶者｣欄､｢控除対象扶養親族等｣欄又は｢16歳未満の扶養親族｣欄に氏名が記入されている場合は省略できます。

⑪ 【受給者生年月日】 欄　　受給者の生年月日を必ず記入してください。

③ 配偶者控除、配偶者特別控除に関する事項
㋐控除対象配偶者（ 年末調整の適用を受けていない受給者の場合は、源泉控除対象配偶者 ）がいる場合に○を付してください。
㋑配偶者控除額又は配偶者特別控除額を記入してください。
㋒控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の氏名、フリガナ、マイナンバーを記入してください。
　「配偶者の合計所得」欄は、控除対象配偶者又は配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額を記入してください。

２ 給与支払報告書（個人別明細書）を作成する際の留意事項

年末調整の方法、給与支払報告書（ 個人別明細書 ）の記載方法は、国税庁ホームページの
｢年末調整がよくわかるページ」を確認してください。

年末調整がよくわかる

マグマシティ PRキャラクター　火山の妖精　マグニョン


